
増減率

12.7%

2.2%

14.4%

単位：円
保険料額（年額）

均等割額 所得割率 増減額 増減率

153万円 0円 7.2割軽減 － 14,100 15,200 1,100 7.8%
168万円 15万円 7.2割軽減 50％軽減 21,400 22,800 1,400 6.5%
173万円 20万円 5割軽減 25％軽減 38,100 42,400 4,300 11.3%
198万円 45万円 5割軽減 軽減なし 67,100 72,900 5,800 8.6%
224万円 71万円 2割軽減 軽減なし 106,400 115,500 9,100 8.6%
240万円 87万円 軽減なし 軽減なし 131,400 142,700 11,300 8.6%
300万円 147万円 軽減なし 軽減なし 189,400 203,600 14,200 7.5%
500万円 313.5万円 軽減なし 軽減なし 350,400 372,400 22,000 6.3%
700万円 483.5万円 軽減なし 軽減なし 514,800 544,700 29,900 5.8%
1017万円 778.5万円 軽減なし 軽減なし 800,000 843,400 43,400 5.4%
1045万円 806.5万円 軽減なし 軽減なし 800,000 871,000 71,000 8.9%

単位：円
保険料額（年額）

均等割額 所得割率 増減額 増減率

7.2割軽減 － 14,100 15,200 1,100 7.8%
5割軽減 50％軽減 30,900 34,800 3,900 12.6%
5割軽減 25％軽減 38,100 42,400 4,300 11.3%
2割軽減 軽減なし 81,300 89,300 8,000 9.8%
軽減なし 軽減なし 115,900 126,500 10,600 9.1%
軽減なし 軽減なし 131,400 142,700 11,300 8.6%
軽減なし 軽減なし 189,400 203,600 14,200 7.5%
軽減なし 軽減なし 350,400 372,400 22,000 6.3%
軽減なし 軽減なし 514,800 544,700 29,900 5.8%
軽減なし 軽減なし 800,000 843,400 43,400 5.4%
軽減なし 軽減なし 800,000 871,000 71,000 8.9%

（１）公的年金収入のみの単身者の場合
保険料額（年額）

均等割額 所得割率 増減額 増減率

15万円 168万円 7.2割軽減 50％軽減 21,400 22,800 1,400 6.5%

20万円 173万円 5割軽減 25％軽減 38,100 42,400 4,300 11.3%

15万円 168万円 7割軽減 軽減なし 28,600 30,400 1,800 6.3%

20万円 173万円 5割軽減 軽減なし 42,900 47,500 4,600 10.7%

15万円 168万円 7,200 7,600 400 5.6%

20万円 173万円 4,800 5,100 300 6.3%

（２）公的年金所得がなく給与所得または事業所得がある単身者の場合
保険料額（年額）

均等割額 所得割率 増減額 増減率

5割軽減 50％軽減 30,900 34,800 3,900 12.6%

5割軽減 25％軽減 38,100 42,400 4,300 11.3%

5割軽減 軽減なし 38,100 42,400 4,300 11.3%

5割軽減 軽減なし 42,900 47,500 4,600 10.7%

7,200 7,600 400 5.6%

4,800 5,100 300 6.3%

※3オレンジ色のセルは「保険料計算のもととなる所得金額」が①と②で同額であっても、軽減割合が異なるもの。これは、公的年金所得に係る保険料の
　減額賦課の特例により、①及び③（１）のみ１５万円の追加控除が発生することによる。（高齢者の医療の確保に関する法律施行令　附則第３条）

9.88%

0.26%

127,400円

　　15万円

　　20万円

※1「保険料計算のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計（総所得金額等）
から地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円）を控除した額となる（雑損失の繰越控除額は控除しない）。

R7年度との増減

　　15万円

　　20万円

　　15万円

R7年度との増減

軽減割合※2

R7年度 R8・9年度
保険料計算のもととなる

所得金額※1

増減

6,000円

1,300円

0.21pt

0.26pt

16,044円一人当たり平均保険料額

R6・7年度

47,300円

9.67%

111,356円

　　20万円

※2 R8年度及びR9年度の所得割率の軽減割合はR7年度と同様と見込む。　　　　 　 　　　　　

313.5万円
483.5万円

71万円

③東京都独自の所得割軽減を行わなかった場合との比較

保険料計算のもととなる
所得金額※1

年金収入に
換算した場合

軽減割合※2

R7年度 R8・9年度

778.5万円
806.5万円

15万円
20万円
45万円

87万円
147万円

R7年度との増減

R7年度 R8・9年度
R7年度との増減

0円

②公的年金所得がなく給与所得または事業所得がある単身者で試算

保険料計算のもととなる
所得金額※1

軽減割合※2
R7年度 R8・9年度

①公的年金収入のみの単身者で試算

年金収入に
換算した場合

軽減割合※2

令和８・９年度後期高齢者医療保険料額比較表（試算例）

【最終案】

均等割額
医療分

子ども・子育て支援分

所得割率
子ども・子育て支援分

R8・9年度

53,300円

1,300円

保険料計算のもととなる
所得金額※1

医療分

軽
減
有

軽
減
無

差

軽
減
有

軽
減
無

差
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